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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 主軸と、この主軸と同軸的に延びた孔とを有する基台と、この基台に一端側が枢支され
た少なくとも３本の脚と、前記主軸と同軸的な第１の座部を備え、基台の前記孔中に挿入
されて装着された支持体と、前記主軸と同軸的に第１の座部中に装着されるポストとを具
備する三脚において、前記支持体は、前記第１の座部に対してほぼ直交する軸を有する第
２の座部を備え、前記ポストは前記第１の座部と第２の座部とに移動かつ取り外し可能に
装着されることを特徴とする三脚。
【請求項２】
 前記支持体は、基台内で軸方向に規定された少なくとも２つの顎部を備えたクランプ構
造をなし、また、クランプ手段が前記ポストを顎部間にクランプするように、基台と支持
体との間に設けられている請求項１の三脚。
【請求項３】
 前記第１の座部と第２の座部との各々の半分は一方の顎部に形成され、また、半分は他
方の顎部に形成されている請求項１もしくは２の三脚。
【請求項４】
 前記支持体は、前記主軸を中心として回転可能に基台の前記孔中に装着されている請求
項１ないし３のいずれか１の三脚。
【請求項５】
 前記主軸を中心とする支持体の回転をロックするように支持体と基台との間に設けられ
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たロック手段を有する請求項４の三脚。
【請求項６】
 前記ロック手段は、前記顎部をクランプする手段内に組み入れられている請求項５の三
脚。
【請求項７】
 前記クランプ手段は、支持体の前記顎部と周方向に互いに離れた２つの点で当接し、ほ
ぼ径方向に基台内で移動可能なブロックを有し、また、基台は、ブロックとは径方向の反
対側で、ブロックに対する顎部との２つの当接点を規定し、かくして、主軸を中心とする
顎部のいかなる角度位置でも、負荷が、顎部の少なくとも１方へのブロックの径方向の締
め付けの結果として基台の顎部間に生じる、請求項６の三脚。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する利用分野】
本発明は、主軸を有する基台と、この基台に一端側が枢支された少なくとも３本の脚と、
前記主軸と同軸的な第１の座部を備え、基台中に装着された支持体と、前記主軸と同軸的
に第１の座部中に装着されるポストとを具備する形式で、例えば、光学的もしくは撮影の
使用として設計された三脚に関する。ここで、三脚という用語は、３本もしくはそれ以上
の脚（レッグ）を備えた支持装置を意味四、脚の本数には制限されない。
【０００２】
【従来技術】
写真用三脚もしくはスタンドは写される被写体に対して所定の距離と高さとで撮影装置を
しっかりと、かつ安定に支持するために使用されることは知られている。
【０００３】
そして、一般の三脚は、撮影装置の位置を対応するように代えるために垂直軸（基台（ス
パイダー）の主軸と一致している）に沿って位置が調節可能なセンターポストを有する。
しかし、既知の三脚では設定できない、もしくは容易には達成できない所定の位置が存在
している。例えば、狭い範囲（クロス・レンジ）の撮影もしくはマイクロ撮影では、被写
体に撮影装置を非常に接近させる必要があり、ある場合では、三脚の脚が正しい位置にす
るのが邪魔になる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
撮影装置を被写体に近付けるためには、撮影装置が地面とは非常に短い距離で三脚の脚間
に位置するようにセンターポストの位置を代える必要があるが、それでも、撮影は、三脚
の脚間の限られた領域内のみで可能であり、これから外れた領域では不可能である、とい
う事実による。
【０００５】
本発明が基礎をなす技術上の問題は、上述した従来技術による問題の全てを解決するよう
に構造的並びに機能的に設計された三脚を提供することである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記課題は、主軸を有する基台と、この基台に一端側が枢支された少なくとも３本の脚と
、前記主軸と同軸的な第１の座部を備え、基台中に装着された支持体と、前記主軸と同軸
的に第１の座部中に装着されるポストとを具備する三脚において、前記支持体は、前記第
１の座部に対してほぼ直交する軸を有する第２の座部を備え、前記ポストは前記第１の座
部と第２の座部とに移動かつ取り外し可能に装着されることを特徴とする三脚により解決
される。
【０００７】
【発明の実施の形態】
図１において、本発明に係って構成された三脚歯、符号１で示され、主軸Ｘを有する基台
２を備えている。この基台２中には、３本の脚３の基端部がピン４により枢支されるよう
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にして、挿入されている。図１には、１本の脚のみが示されている。
【０００８】
前記脚２は、夫々、クランプ７により夫々の相対位置が調節可能な２もしくはそれ以上の
延長部５，６によりテレスコープ状に、既知のような方法で構成されている。ピン４を中
心とした各脚３の角度位置は、また、調節装置８により調節可能である。
【０００９】
前記基台の中心には、前記主軸Ｘと同軸的に延びたほぼ円筒状の面により規定された孔１
０が形成されている。そして、この孔１０中には、互いに対称で対向して位置された２つ
（もしくはそれ以上）の顎部１１ａ，１１ｂを備え、ほぼクランブ形状の構造の支持体１
１が挿入されている。
【００１０】
前記顎部１１ａ，１１ｂは、下部がシーガリング（Ｓｉｅｇｅｒ　ｒｉｎｇ）１３により
、そして上部が肩部１４により上部が支持されることにより、基台２の孔１０中に軸方で
支持されている。好ましくは、耐摩耗材で形成され、図示しないシームリング（ｓｈｉｍ
　ｒｉｎｇ）が、前記肩部１４とこの肩部に面した基台２の面との間に介在されている。
【００１１】
第１並びに第２の座部１６，１７が顎部１１ａ，１１ｂの内面に規定されている。この第
１の座部１６は、基台の主軸Ｘと同軸的であり、また、第２の座部１７は、横方向に延び
ると共に主軸Ｘに直交する軸Ｙを有する。
【００１２】
センターポスト１８が、第１の座部１６もしくは第２の座部１７内に移動並びに取り外し
可能に挿入されており、また、クランプ手段により顎部１６，１７をセンターポストに締
め付けることにより座部中に支持されている。
【００１３】
各座部１６，１７の半分は、２つの顎部１１ａ，１１ｂの一方内に形成され、半分が他方
の顎部内に形成され、半分の座部は、円筒面の部分として成形されている。
【００１４】
前記センターポスト１８は、円筒状をしており、また、軸方向の一端部に、撮影装置もし
くは他の使用される装置を固定するためのねじアタッチメントのような装着体２０を支持
し、そして、軸方向の他端には、弾性キャップ２１が押圧取着され、センターポストに形
成された複数の孔中に係合した凸部２２により支持されている。このキャップ２１は、座
部１６，１７の中に係合されているセンターポストが誤って座部から外れるのを防止する
主機能を有するが、このキャップは、一方の座部から他方の座部にセンターポスト１８を
移すために取り外される。
【００１５】
前記支持体１１は、クランプ手段１９が緩められたときには、主軸Ｘを中心として回転可
能なように、下部が基台２中に装着されている。また、このクランプ手段１９は、支持体
並びにこの支持体に支持されたセンターポストの回転をロックするための機能を果たす。
【００１６】
前記クランプ手段１９は、基台２の凹所２４内で規定された距離を、手動クランク２６を
備えたねじ２５により摺動可能なブロック２３を有する。このクランクは、ねじ２５のキ
ー３０をクランクの多角形座面２８内に係合させるようにバネ２７により付勢されている
。前記ブロック２３は、センターポストに対して実質的に径方向に案内され、また、ねじ
２５とは反対側で、２つの突起部３１を有している。これら突起部３１は、支持体の顎部
１１ａ，１１ｂとの、互いに周方向に離間した２つの当接点を規定している。ブロック２
３とは径方向に離間して、軸方向溝３３が孔１０に形成されている。この軸方向溝３３の
両エッジは、ブロック２３とは反対側で顎部のための２つの当接点３２を規定している。
この結果、センターポスト１８に向かう径方向の負荷は、少なくとも１つの顎部に対する
ブロックの径方向のクランプの結果として基台の２つの顎部間に生じる。
【００１７】
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上述した構成により、三脚１は、装着体２０に装着された撮影装置４０を、支持体１１の
第１の座部１６中に挿入されたセンターポスト１８か、第２の座部１７中に、前記位置と
は直交するようにして挿入されたセンターポスト１８に支持させ得る。この後者の状態で
、例えば、三脚の脚が周囲のものを邪魔にしないで、撮影装置を被写体に非常に接近させ
て位置させることができる。
【００１８】
２つの位置のうち一方から他方にセンターポストを移すためには、キャップ２１を外し、
クランプ手段１９を緩め、センターポストを一方の座部から外し、そして、他方の座部に
挿入する。そして、この後に、クランブ手段１９は、再び締められ、キャップがセンター
ポスト１８の端部に被せられる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の一実施の形態に係る三脚を一部断面して概略的に示す側面図で
ある。
【図２】図２は、図１のＩＩで示す線に沿う拡大断面図である。
【図３】図３は図１に示す三脚の基台の平面図である。
【図４】図４は、発明の三脚の顎部の詳細を一側側から見た斜視図である。
【図５】図５は、発明の三脚の顎部の詳細を他側側から見た斜視図である。
【図６】図６は、本発明の三脚のとり得る一状態を示す図である。
【図７】図７は、本発明の三脚のとり得る別の状態を示す図である。
【符号の説明】
１…三脚、２…基台、３…脚、７…クランプ、１１ａ，１１ｂ…顎部、１６…第１の座部
、１７…第２の座部、１８…センターポスト、

【図１】 【図２】

【図３】
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